
 

 

令和７年度第１回山梨県行政不服審査会 次第 

 

【日 時】 令和７年４月３０日（水） 

午後４時から 
 

【場 所】 山梨県庁北別館３階 

労働委員会東側会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３ 行政法務課長挨拶 

 

４ 議事 
 
（１） 会長の選任について 
 
（２） 会長代理の指名について 

 

５ その他 

 

６ 閉会 

 



 

 

【配付資料】 

 

・ 資料１  山梨県行政不服審査会委員名簿 

 

・ 資料２  山梨県行政不服審査法施行条例 

 

・ 資料３  山梨県行政不服審査会 諮問事件受理状況 

（令和７年４月３０日現在） 

 



氏名 所属・役職

網倉
アミクラ

　義久
ヨシヒサ

司法書士（網倉義久司法書士事務所）

大塚
オオツカ

　ゆかり 山梨県立大学人間福祉学部教授（精神保健福祉）

後藤
ゴトウ

　和雄
カズオ

税理士（後藤和雄税理士事務所）

後藤
ゴトウ

　光利
ミツトシ

弁護士（後藤法律事務所）

小林
コバヤシ

　真理子
マリコ

山梨英和大学人間文化学部教授（臨床心理）

吉澤
ヨシザワ

　宏治
コウジ

弁護士（古屋法律会計事務所）

（五十音順）

山梨県行政不服審査会委員 資料１
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山梨県行政不服審査法施行条例 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（手数料等） 

第二条 法第三十八条第一項（法第九条第三項の規定により読み替えて適用す

る場合及び他の法令において準用する場合を含む。）の規定による交付を受け

る者は、別表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額の手

数料を納めなければならない。 

２ 審理員（審査庁が法第九条第一項第三号に掲げる機関である場合又は同項

ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁）は、経済的困難その他

特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除

することができる。 

３ 既に納付した手数料は、還付しない。 

 

（設置等） 

第三条 法第八十一条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として山梨県行

政不服審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項（個人情報の保護

に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第百五条に規定する審査請求に係

るものを除く。）を処理する。 

 

（組織） 

第四条 審査会は、委員六人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第五条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任

命する。 

資料２ 
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２ 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又

は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場

合には、その委員を罷免することができる。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

６ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政

治運動をしてはならない。 

 

（会長） 

第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代

理する。 

 

（専門委員） 

第七条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ

る。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。 

４ 第五条第五項の規定は、専門委員について準用する。 

 

（合議体） 

第八条 審査会は、委員のうちから、会長が指名する者三人をもって構成する

合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認める場合においては、委員の全

員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。 
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（会議） 

第九条 合議体の会議は、会長が招集する。 

２ 前条第一項の合議体はこれを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体

は過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 前条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもっ

て決する。 

４ 前条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

５ 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができな

い。 

 

（庶務） 

第十条 審査会の庶務は、総務部において処理する。 

 

（運営） 

第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が審査会に諮って定める。 

 

（準用） 

第十二条 第二条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、

同条第一項中「第三十八条第一項（法第九条第三項の規定により読み替えて適

用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。）」とあるのは「第六

十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項」と、同条第二

項中「審査庁が」とあるのは「再審査庁が法第六十六条第一項において読み替

えて準用する」と、「、審査庁」とあるのは「、再審査庁」と読み替えるもの

とする。 

２ 第二条の規定は、法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一

項の規定による交付について準用する。この場合において、同条第一項中「第

三十八条第一項（法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他

の法令において準用する場合を含む。）」とあるのは「法第八十一条第三項に

おいて準用する法第七十八条第一項」と、同条第二項中「審理員（審査庁が法
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第九条第一項第三号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定め

がある場合にあっては、審査庁）」とあるのは「審査会」と読み替えるものと

する。 

 

（委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（罰則） 

第十四条 第五条第五項（第七条第四項において準用する場合を含む。）の規

定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和四十年山梨県条

例第七号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和元年条例第一五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和四年条例第五〇号）抄 

（施行期日） 

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和三年法律第三十七号）附則第一条第七号に掲げる規定（同法第五

十一条の規定に限る。）の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。 

 

別表（第二条、第十二条関係） 

区分 金額 

一 複写機により用紙に複写したも

のの交付 

日本産業規格A列三番（以下「A三判」と

いう。）以下の大きさの用紙一枚につき
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十円（日本産業規格A列二番の大きさのも

のについては三十円、日本産業規格A列一

番の大きさのものについては百十円、日

本産業規格A列〇番の大きさのものにつ

いては百二十円、カラーで複写したもの

（A三判以下の大きさのものに限る。）に

ついては四十円） 

二 電磁的記録に記録された事項を

用紙に出力したもの（A三判以下の

大きさのものに限る。）の交付 

用紙一枚につき十円（カラーで出力した

ものについては四十円） 

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定する。 

 



R7．4．30 現在

処分庁
（所属）

審査請求人 審理員
審査庁
（所属）

H28-1 税務 H28.5.30
不動産差押処分に対する審
査請求

総合県税事
務所長

(株)新日本住
宅

清水敏郎
知事
（税務課）

H28.11.28
棄却
相当

信田・上野・
實川委員

H29.1.13　第１回審議
H29.2.20　第２回審議

H29.2.27 H28-1
棄却
相当

棄却裁決
H29.3.10

H28-2 福祉 H28.8.31
精神障害者保健福祉手帳に
係る処分に対する審査請求

知事
（精保セ）

高田一正 小俣謙
知事（福祉保
健総務課）

H29.1.10
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H29.2.23　第１回審議
H29.3.15　第２回審議

H29.3.21 H28-2
棄却
相当

棄却裁決
H29.3.30

H28-3 福祉 H28.10.4
児童の一時保護処分に対す
る審査請求

中央児童相
談所長

宮田典子 小俣謙
知事（福祉保
健総務課）

H29.1.18
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

審議なし
（H29.2.20審査請求取り下げ)

－ － － －

H29-1 福祉 H29.2.17
精神障害者保健福祉手帳の
交付決定処分に対する審査
請求

知事
（精保セ）

永田博行 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H29.8.25
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H29.9.20　第１回審議
H29.10.4　第２回審議

H29.10.10 H29-1
棄却
相当

棄却裁決
H29.11.7

H29-2 福祉 H29.7.11
精神障害者保健福祉手帳の
交付決定処分に対する審査
請求

知事
（精保セ）

武井治郎 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H29.12.12
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.2.21　第１回審議
H30. 3. 1 第２回審議

H30.3.5 H29-2
処分
取消
相当

認容裁決
H30.6.14

H29-3 福祉 H29.3.29
精神障害者保健福祉手帳の
交付処分に対する審査請求
(H29.1.27付け処分)

知事
（精保セ）

熊代顕 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.3.1
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.4.16 第1回審議
H30.4.24 第2回審議

H30.4.26 H30-1
棄却
相当

棄却裁決
H30.6.1

H29-4 福祉 H29.8.13
精神障害者保健福祉手帳の
交付処分に対する審査請求
(H29.6.26付け処分)

知事
（精保セ）

熊代顕 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.3.1
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.4.16 第1回審議
H30.4.24 第2回審議

H30.4.26 H30-2
棄却
相当

棄却裁決
H30.6.1

H29-5
都市
計画

H29.2.6
土地区画整理事業に係る使
用収益停止処分に対する審
査請求

山梨市長 奥山幸枝 小島一男
知事（都市計
画課）

H30.3.29
棄却
相当

信田・上野・
實川委員

H30.4.24 第1回審議
H30.5.15 第2回審議
H30.5.25 第3回審議

H30.5.28 H30-3
処分
取消
相当

一部認容
裁決

H30.8.6

H30-1 福祉 H30.3.14
生活保護法第63条の規定に
よる費用返還決定に対する審
査請求

甲州市福祉
事務所長

武藤裕子 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.4.26
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.6.21 第1回審議 H30.6.25 H30-4
棄却
相当

棄却裁決
H30.7.19

H30-2 福祉 H30.4.18
生活保護法による保護停止
及び保護廃止に関する処分
に対する審査請求

北杜市福祉
事務所長

芦澤九二幸 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.6.1
一部取消相

当
信田・關本・
中島委員

審議なし
（H30.6.8諮問取り下げ)

－ － － －

H30-3 福祉 H30.6.13
特別児童扶養手当不支給処
分に対する審査請求

知事
（障害福祉
課）

松本成生 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.7.30
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.8.24 第1回審議 H30.8.30 H30-5
棄却
相当

棄却裁決
H30.9.10

H30-4 福祉 H30.7.13
生活保護法による保護決定
に関する処分に対する審査請
求

北杜市福祉
事務所長

張　博惠 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.8.22
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.10.10 第1回審議 H30.10.16 H30-6
棄却
相当

棄却裁決
H30.11.30

資料３
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処分庁
（所属）

審査請求人 審理員
審査庁
（所属）

答申日
答申
番号

判断 備考
諮問
番号

区分
審査請求
年月日

事件名

当事者

諮問日
諮問
内容

部会 審議経過

H30-5 福祉 H30.7.20
中央児童相談所長の一時保
護処分に対する審査請求

中央児童相
談所長

古谷夢香 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.11.13
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H30.12.20第1回審議
(H31.1.28諮問取り下げ）

－ － － －

H30-6 福祉 H30.10.26
生活保護法による保護変更
決定処分に対する審査請求

韮崎市福祉
事務所長

久保田活仁 望月明男
知事（福祉保
健総務課）

H30.12.21
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

H31.1.21第1回審議 H31.1.22 H30-7
棄却
相当

棄却裁決
H31.2.20

Ｒ1-1 税務 H30.9.5
不動産差押処分に対する審
査請求

総合県税事
務所長

(株) Aizu
Holdings

古屋みつ子
知事
（税務課）

R1.6.28
棄却
相当

信田・上野・
實川委員

R1.11.26 第1回審議
R1.12.10 第2回審議

R1.12.23 R1-1
棄却
相当

棄却裁決
R2.3.25

Ｒ2-1 福祉 H30.12.11
甲府市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

甲府市福祉
事務所

岡安　勇 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-2 福祉 H30.12.11
甲府市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

甲府市福祉
事務所

一野さつ子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-3 福祉 H30.12.11
甲府市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

甲府市福祉
事務所

山田美幸 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-３
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-4 福祉 H30.12.11
都留市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

都留市福祉
事務所

渡邉　仁 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-４
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-5 福祉 H30.12.11
都留市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

都留市福祉
事務所

遠藤美津江 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-５
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-6 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

駒田良幸 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-６
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-7 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

城田知恵子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-７
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-8 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

篭島　武 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-８
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-9 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

澤入大作 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-９
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-10 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

松村正己 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-１０
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14
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Ｒ2-11 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

吉川敦子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1１
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-12 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

小林　浩 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1２
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-13 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

石井康予 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1３
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-14 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

牛山達也 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1４
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-15 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

鈴木和子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1５
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-16 福祉 H30.12.11
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

山田正春 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1６
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-17 福祉 H30.12.11
笛吹市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

笛吹市福祉
事務所

若目田一将 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1７
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-18 福祉 H30.12.11
北杜市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

北杜市福祉
事務所

松尾スミヱ 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1８
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-19 福祉 H30.12.11
北杜市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

北杜市福祉
事務所

西野義明 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-1９
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-20 福祉 H30.12.11
北杜市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

北杜市福祉
事務所

長田　亨 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２０
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-21 福祉 H30.12.11
北杜市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

北杜市福祉
事務所

大藤睦二 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２１
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-22 福祉 H30.12.11
北杜市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に係る
処分に対する審査請求

北杜市福祉
事務所

玉井信子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２２
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-23 福祉 H30.12.18
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

田中壽治 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２３
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14
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Ｒ2-24 福祉 H30.12.18
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

堀江春枝 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２４
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-25 福祉 H30.12.18
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

梶原久男 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２５
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-26 福祉 H30.12.25
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

堀江広一 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２６
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-27 福祉 H30.12.25
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

小林治三 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２７
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-28 福祉 H30.12.26

富士吉田市社会福祉事務所
長の生活保護法による保護
決定に関する処分に対する審
査請求

富士吉田市
社会福祉事
務所

堀内美佐子 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２８
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-29 福祉 H31. 1. 3
大月市福祉事務所長の生活
保護法による保護決定に関す
る処分に対する審査請求

大月市福祉
事務所

上條幹夫 小林代美
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 6. 9
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R2. 7.14　第1回審議 R2.7.22 R２-２９
棄却
相当

棄却裁決
R2.8.14

Ｒ2-30 福祉 R2. 4.28

富士吉田市社会福祉事務所
長の生活保護法による保護
変更に関する処分に対する審
査請求

富士吉田市
社会福祉事
務所

和田美幸 小澤理恵
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 7.16
却下
相当

信田・實川・
小林委員

R2. 9. 3　第1回審議 R2.9.7 R２-３０
却下
相当

却下裁決
R2.9.10

Ｒ2-31 税務 R2. 6.25
自動車税種別割賦課処分に
対する審査請求

山梨県総合
県税事務所
長

武井宏太 白須慎一
知事
(総務部税務
課)

R2. 9.10
棄却
相当

信田・關本・
上野委員

R2.11.30　第1回審議
R3.3.9　第2回審議

R3.3.9 Ｒ２－３1
棄却
相当

棄却裁決
R3.3.26

Ｒ2-32 福祉 R2. 5. 7

山梨市福祉事務所長の生活
保護法による転居の通知につ
いての処分に対する審査請
求

山梨市福祉
事務所長

花見真道 小澤理恵
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 9.16
却下
相当

－
審議なし
（R2.10. 2諮問取り下げ)

－ － － －

Ｒ2-33 福祉 R2. 6.10
山梨市福祉事務所長の生活
保護法による保護廃止につい
ての処分に対する審査請求

山梨市福祉
事務所長

花見真道 小澤理恵
知事
(福祉保健総
務課)

R2. 9.18
棄却
相当

信田・實川・
小林委員

R3.3.31　第1回審議 R3.4.5 Ｒ３－１
棄却
相当

棄却裁決
R3.4.30

Ｒ2-34 福祉 R2. 5.25
精神障害者保健福祉手帳の
判定結果に関する処分に対
する審査請求

知事
（精保セ）

杉本重治 小澤理恵
知事
(福祉保健総
務課)

R2.10.12
棄却
相当

信田・實川・
小林委員

R3.3.31　第1回審議 R3.4.5 Ｒ３－２
棄却
相当

棄却裁決
R3.5.6

Ｒ2-35 税務 R2. 5. 2
個人住民税に関する差押処
分に対する審査請求

山梨県総合
県税事務所
長

桑原美名子 小林建
知事
(総務部税務
課)

R2. 9.25
一部棄却
一部却下

相当

信田・關本・
上野委員

R2.11.30　第1回審議
R3.3.9　第2回審議

R3.3.9 Ｒ２－３５

一部却
下・一部
棄却相
当

一部却下・
一部棄却裁

決
R3.3.25

Ｒ2-36 福祉 R2. 7.30

富士吉田市社会福祉事務所
長の生活保護法による保護
停止決定に関する処分に対
する審査請求

富士吉田市
社会福祉事
務所

和田美幸 小澤理恵
知事
(福祉保健総
務課)

R2.12.24
棄却
相当

信田・實川・
小林委員

R3.3.31　第1回審議 R3.4.5 Ｒ３－３
棄却
相当

棄却裁決
R3.5.10
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R3-1 福祉 R3.2.25

中央市福祉事務所長の生活
保護法による生活保護申請
却下についての処分に対する
審査請求

中央市福祉
事務所

平林勝一 福本康之
知事
(福祉保健総
務課)

R3.11.22
棄却
相当

信田・關本・
中島委員

R3.3.23　第1回審議 R4.3.30 R3-4
棄却
相当

棄却裁決
R4.8.29

R5-1 農政 R4.10.31

北杜市農業委員会長の農地
法第３条第１項による許可申
請却下に関する処分に対する
審査請求

北杜市農業
委員会

宮﨑良幸 丸山誠
知事
(農村振興課)

R5.4.12
棄却
相当

關本・吉澤・
網倉委員

R5.5.23　第1回審議
R5.7. 5　第2回審議

R5.7.13 R5-1
棄却
相当

棄却裁決
R5.7.24

R5-2 福祉 R3.11.17

山梨県知事（精神保健福祉セ
ンター所長）が行った精神障
害者保健福祉手帳の交付申
請に係る不承認処分

知事
（精神保健
福祉セン
ター）

小宮山正規 古屋明子
知事（福祉保
健総務課）

R5.6.12
棄却
相当

關本・小林・
吉澤委員

R5.8.2　第1回審議
R5.9.20　第2回審議

R5.10.11 R5-2
棄却
相当

棄却裁決
R5.10.17

R5-3 福祉 R4.3.1
甲府市福祉事務所長が行っ
た生活保護費返還に関する
処分

甲府市福祉
事務所

熊代顕 古屋明子
知事（福祉保
健総務課）

R5.7.3
棄却
相当

關本・小林・
吉澤委員

R5.8.2　第1回審議
R5.9.20　第2回審議 R5.10.11 R5-3

棄却
相当

棄却裁決
R5.10.17

R5-4 福祉 R4.4.21
甲府市福祉事務所長が行っ
た生活保護停止に関する処
分

甲府市福祉
事務所

長谷部ひろ
子

渡辺千奈美
知事（福祉保
健総務課）

R5.7.14
棄却
相当

關本・網倉・
吉澤委員

R5.8.24　第1回審議
R5.11.6　第2回審議 R5.11.15 R5-4

棄却
相当

棄却裁決
R5.11.20

R5-5 福祉 R4.5.31
甲府市長が行った生活保護
法第７８条徴収金による徴収
金決定に関する処分

甲府市長
長谷部ひろ
子

渡辺千奈美
知事（福祉保
健総務課）

R5.7.14
棄却
相当

關本・網倉・
吉澤委員

R5.8.24　第1回審議
R5.11.6　第2回審議 R5.11.15 R5-5

棄却
相当

棄却裁決
R5.11.20

R5-6 福祉 R4.5.31
甲府市長が行った生活保護
法第７８条徴収金による徴収
金決定に関する処分

甲府市長 長谷部晴美 渡辺千奈美
知事（福祉保
健総務課）

R5.7.14
棄却
相当

關本・網倉・
吉澤委員

R5.8.24　第1回審議
R5.11.6　第2回審議 R5.11.15 R5-6

棄却
相当

棄却裁決
R5.11.20

R5-7 福祉 R4.6.14
甲府市福祉事務所長が行っ
た生活保護廃止に関する処
分

甲府市福祉
事務所

長谷部ひろ
子

渡辺千奈美
知事（福祉保
健総務課）

R5.7.14
棄却
相当

關本・網倉・
吉澤委員

R5.8.24　第1回審議
R5.11.6　第2回審議 R5.11.15 R5-7

棄却
相当

棄却裁決
R5.11.20

R5-8 福祉 R5.4.１７
都留市福祉事務所長が行っ
た生活保護法による生活保護
申請却下についての処分

都留市福祉
事務所

長田敏彦 岸本里香
知事（福祉保
健総務課）

R5.8.23
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R5.9.20　第1回審議
R5.11.6　第2回審議

R5.11.15 R5-8
棄却
相当

棄却裁決
R5.11.20

R5-9 福祉 R5.1.27
山梨県富士・東部福祉保健事
務所長が行った生活保護停
止に関する処分

山梨県富
士・東部福
祉保健事務
所長

折戸建 古屋明子
知事（福祉保
健総務課）

R5.8.31
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R5.9.20　第1回審議
R5.11.6　第2回審議

R5.11.15 R5-9
棄却
相当

棄却裁決
R5.12.28

R5-10 福祉 R4.12.20

山梨県峡南福祉保健事務所
長が行った生活保護法による
生活保護申請却下について
の処分

山梨県峡南
福祉保健事
務所長

日向満 古屋明子
知事（福祉保
健総務課）

R5.12.25
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.2.9　第1回審議
R6.6.10　第2回審議
R6.8.13　第3回審議

R6.8.29 R6-1
棄却
相当

棄却裁決
R6.9.13

R5-11 福祉 R5.6.2
山梨県富士・東部福祉保健事
務所長が行った生活保護廃
止に関する処分

山梨県富
士・東部福
祉保健事務
所長

折戸建 古屋明子
知事（福祉保
健総務課）

R5.12.28
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.2.9　第1回審議
R6.6.10　第2回審議
R6.8.13　第3回審議

R6.8.29 R6-2
棄却
相当

棄却裁決
R6.9.25

R6-1 福祉 R5.8.14
山梨県都留児童相談所長が
行った児童虐待防止法による
面会・通信制限に関する処分

山梨県都留
児童相談所
長

外川直人 荻野貴史
知事（子育て
政策課）

R6.4.12
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.6.10　第1回審議
R6.8.13　第2回審議
R6.10.15　第3回審議

R6.10.22 R6-3
棄却
相当

棄却裁決
R6.11.7
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R6-2 福祉 R5.6.18
山梨県障害者相談所長が
行った療育手帳の交付決定
に関する処分

山梨県障害
者相談所長

堀口恵梨佳 金髙昌代
知事（障害福
祉課）

R6.5.24
棄却
相当

關本・小林・
吉澤委員

R6.8.13　第1回審議
R6.10.15　第2回審議

R6.10.22 R6-4
棄却
相当

棄却裁決
R6.11.7

R6-3 福祉 R5.12.13
甲斐市福祉事務所長が行っ
た生活保護法による生活保護
申請却下についての処分

甲斐市福祉
事務所長

依田正 渡辺千奈美
知事（福祉保
健総務課）

R6.6.10
棄却
相当

關本・小林・
吉澤委員

R6.8.13　第1回審議
R6.10.15　第2回審議

R6.10.22 R6-5
棄却
相当

棄却裁決
R6.11.5

R6-4 福祉 R6.4.1
甲府市福祉事務所長が行っ
た生活保護法による生活扶助
費返還に関する処分

甲府市福祉
事務所長

鎌田こずえ 谷口順一
知事（福祉保
健総務課）

R6.7.9
認容
相当

關本・小林・
吉澤委員

R6.8.13　第1回審議
R6.10.15　第2回審議

R6.10.22 R6-6
認容
相当

認容裁決
R6.11.5

R6-5 福祉 R6.1.15
南アルプス市福祉事務所長
が行った生活保護法による生
活保護決定についての処分

南アルプス
市福祉事務
所長

古家亜希子 谷口順一
知事（福祉保
健総務課）

R6.8.28
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.10.15　第1回審議
R6.12.17　第2回審議

R7.1.28 R6-7
棄却
相当

棄却裁決
R7.2.14

R6-6 福祉 R6.3.13
中央児童相談所長が行った
児童福祉法による一時保護
処分

中央児童相
談所長

石原進 佐藤亨
知事（子育て
政策課）

R6.9.2
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.10.15　第1回審議
R6.12.17　第2回審議

R7.1.30 R6-8
却下
相当

却下裁決
R7.2.4

R6-7 福祉 R6.5.20
笛吹市福祉事務所長が行っ
た生活保護法による生活扶助
費返還に関する処分

笛吹市福祉
事務所長

小川俊光 金髙昌代
知事（福祉保
健総務課）

R6.9.26
棄却
相当

關本・實川・
吉澤委員

R6.10.15　第1回審議
R6.12.17　第2回審議
R7.3.10　第3回審議

R7.3.19 R6-9
認容
相当

認容裁決
R7.4.21

R6-8 税務 R6.5.27
山梨県総合県税事務所長が
行った地方税法及び国税徴
収法による財産差押処分

山梨県総合
県税事務所
長

外川直人 西川一枝
知事（税務
課）

R6.12.10
棄却
相当

關本・後藤・
吉澤委員

R7.3.10　第1回審議
R7.4.17　第2回審議

R7.4.18 R7-1
棄却
相当

R6-9 税務 R6.5.27
山梨県総合県税事務所長が
行った地方税法及び国税徴
収法による参加差押処分

山梨県総合
県税事務所
長

外川直人 西川一枝
知事（税務
課）

R6.12.10
棄却
相当

關本・後藤・
吉澤委員

R7.3.10　第1回審議
R7.4.17　第2回審議

R7.4.18 R7-2
棄却
相当

R6-10 税務 R6.5.27
山梨県総合県税事務所長が
行った地方税法及び国税徴
収法による引渡命令処分

山梨県総合
県税事務所
長

外川直人 西川一枝
知事（税務
課）

R6.12.10
棄却
相当

關本・後藤・
吉澤委員

R7.3.10　第1回審議
R7.4.17　第2回審議

R7.4.18 R7-3
棄却
相当

R6-11 税務 R6.5.27
山梨県総合県税事務所長が
行った地方税法及び国税徴
収法による占有処分

山梨県総合
県税事務所
長

外川直人 西川一枝
知事（税務
課）

R6.12.10
棄却
相当

關本・後藤・
吉澤委員

R7.3.10　第1回審議
R7.4.17　第2回審議

R7.4.18 R7-4
棄却
相当

R6-12 税務 R6.5.27
山梨県総合県税事務所長が
行った地方税法及び国税徴
収法による動産差押処分

山梨県総合
県税事務所
長

外川直人 西川一枝
知事（税務
課）

R6.12.10
棄却
相当

關本・後藤・
吉澤委員

R7.3.10　第1回審議
R7.4.17　第2回審議

R7.4.18 R7-5
棄却
相当

R6-13 福祉 R6.11.14
中央児童相談所長が児童福
祉法により行った一時保護に
関する処分

山梨県中央
児童相談所
長

小野美紗 佐藤亨
知事（子育て
政策課）

R7.3.10
棄却
相当
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